
堺市入札参加除外等公表要領 

 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、堺市が発注する公共工事等及び売払い等の契約から暴力団員及び暴力団密接

関係者を排除するための措置を徹底することを目的として、堺市契約関係暴力団排除措置要綱

（以下「要綱」という。）第３条第４項及び第１１条第２項の規定に基づき、入札参加除外及

び誓約書違反（以下「入札参加除外等」という。）に係る情報の公表について必要な事項を定

めるものとする。 

 

（公表方法） 

第２ 入札参加除外等の情報は、堺市ホームページ（以下「ホームページ」という。）におい

て、公表する。 

２ 前項に規定する入札参加除外等の情報のうち、入札参加除外に係る情報については、堺市入

札参加除外一覧表として公表し、誓約書違反に係る情報については、堺市誓約書違反一覧表と

して公表する。 

 

（公表する有資格者等） 

第３ ホームページで公表する者は、次の各号に掲げる者とする。 

(1) 要綱第３条第１項及び第３項の規定により入札参加除外を受けている者及び入札参加除

外を受けた後に有資格者でなくなった者で、入札参加除外を解除されていないもの（以下

「除外者」という。） 

(2) 要綱第１１条第２項に規定する誓約書違反者（以下「誓約書違反者」という。） 

 

（公表する内容） 

第４ ホームページで公表する内容は、次の各号に定めるものとする。 

(1) 入札参加除外に係る情報については、入札参加除外の期間、除外者の商号又は名称、代

表者、所在地、入札参加除外の措置要件及び措置理由とする。 

(2) 誓約書違反に係る情報については、公表期間、誓約書違反者の商号又は名称、代表者、

所在地、違反内容とする。 

 

（公表日） 

第５ ホームページへの公表は、原則として次の各号に定める日（土曜日、日曜日、祝日及び年

末年始の休日に当たる場合は、翌業務日とする。）の業務時間内に行うものとする。 

(1) 入札参加除外に係る情報については、入札参加除外を行った日の翌日 

(2) 誓約書違反に係る情報については、誓約書違反者へ公表の通知を行った日の翌日 

 

（公表期間） 



第６ ホームページで公表する期間は、次の各号に定める期間とする。 

(1) 入札参加除外に係る情報については、入札参加除外を解除した日までとする。なお、入

札参加除外を受けた後に有資格者でなくなった場合についても、入札参加除外が解除され

るまで公表するものとする。 

(2) 誓約書違反に係る情報については、要綱第１１条第２項各号に規定する期間を経過した 

日（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日に当たる場合は、翌業務日とする。）まで

とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際、現に入札参加除外の公表をされているものについては、この要領の規

定により公表されたものとみなす。 

附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



堺市入札参加除外一覧表 

 

入札参加除外の期間 商号又は名称 代表者 所在地 措置要件 措置理由 備考 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



堺市誓約書違反一覧表 

 

公表期間 商号又は名称 代表者 所在地 違反内容 備考 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 


